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①  分配請求権の譲渡 

委託者が指定する期間・範囲の著作物使用料の分配請求権を

JASRAC に譲渡していただきます。 

拠出する著作物使用料は委託者の所得とならないため、個人・法

人にかかわらず課税対象となりません。 

分配明細書は発行されませんが、分配計算の結果を別途お知らせ

いたします。 

②  著作物使用料相当額の JASRAC への寄附 

委託者が指定する期間・範囲の著作物使用料相当額を JASRAC に

寄附していただきます。 

拠出いただく使用料相当額については、分配時に送金額から控除

するため、委託者本人が JASRAC にお振り込みいただく必要はあり

ません。 

このケースでは、著作物使用料は委託者の所得扱いとなるため、

課税対象となります（分配明細書を発行します）。 

個人の場合：所得税の課税対象となり、また、JASRAC に対する寄附は、

所得税法に定める「特定寄附金」には該当しないため、寄附

金控除の対象となりません。 

寄附金控除を受けることを希望される場合は、本支援策によ

らず、日本赤十字社、国、地方公共団体等への「特定寄附金」

（募金団体を経由する国等に対する寄附金）として JASRAC

東日本大震災義援金口に寄附していただくようお願いいた

します。特定寄附金としての控除額には、税法が定める限度

額があります。 

法人の場合：JASRAC に対する「一般寄附金」となるため、税法が定める

限度額までは損金として算入可能です。 

拠出額全額の損金算入を希望される場合は、本支援策によら

ず、日本赤十字社、国、地方公共団体等への「国等に対する

寄附金」（募金団体を経由する国等に対する寄附金）として

JASRAC東日本大震災義援金口に寄附していただくようお願

いいたします。 
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３ 拠出金の使途 

日本赤十字社、国又は地方公共団体等への寄附のほか、被災地の音楽

文化振興のため、JASRAC 独自の復興支援を行う予定です。 

４ その他 

音楽出版者である委託者から著作物使用料の拠出の申出をいただく場

合は、著作者の同意を得ていることを条件といたします。 

 

 

詳細についてのお問合わせ、申込書類のご請求は、会務部までご連絡ください。 

JASRAC 会務部 電話：03-3481-2143 FAX：03-3481-2153 

e-mail：kaimu＠pop02.jasrac.or.jp 
 
 
 

著作権信託契約約款 別表 
 

 

① 演奏権等 
 

②録音権等 
 

③貸与権 
 

 

 

④出版権等 

    

    

 

以上 

⑤ 

映画への録音 

 

⑥ 

ビデオグラム等

への録音 

⑧ 

ｺﾏｰｼｬﾙ送信用

録音 

⑦ 

ゲームソフト

への録音 

⑨ 放送 ・ 有線放送 

⑩ インタラクティブ配信 

⑪ 業務用通信カラオケ 


